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　年　　 月　 　日

福　山　市　長　様	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（親族等）
住所　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名前 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※次の□のいずれかにチェックをお願いします。
· 住宅用家屋証明書の申請者が親族所有等の家屋に居住している場合
次の者は、私が所有または借家している家屋から転居し、自己の居住用として取得または新築した次の家屋に居住することに相違ありません。

· 住宅用家屋証明書の申請者が所有する物件に親族等が居住する場合
次の者は、現在所有している家屋から転居し、自己の居住用として取得または新築した
次の家屋に居住することに相違ありません。なお、現在所有している家屋については、親族が引続き居住します。
記

（１）自己の居住用として家屋を取得または新築した者

住所　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）（１）の者が取得または新築した家屋

　　　住所　福山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なお、証明書交付後、この申立書に虚偽があることが判明した場合には証明書を取り消され、税額の追徴を受けても異議ありません。
